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 国
保
加
入
者

　所
得
や
年
齢
に
よ
り
限
度
額

が
変
わ
り
ま
す
（
表
１
参
照
）の

で
、
認
定
証
が
必
要
な
人
は
毎

年
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
７
月
末
が
有
効
期
限
で
す

の
で
、
７
月
１
日
か
ら
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
保
険

料
に
滞
納
が
あ
る
７０
歳
未
満
の

人
へ
の
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
保
険
証
、

世
帯
主
お
よ
び
認
定
証
が
必
要
な

人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も

の
、
来
庁
者
の
身
元
確
認
が
で
き

る
も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

【
申
請
場
所
】
国
保
・
年
金
課
、

福
祉
総
合
窓
口
、
支
所
・
出
張
所

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者

　す
で
に
認
定
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
は
更
新
手
続
き
は

不
要
で
す
が
、
保
険
料
に
滞
納

が
あ
る
人
や
所
得
確
認
が
で
き

な
い
人
は
、
更
新
手
続
き
が
必

要
で
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
保
険
証
、

印
鑑

【
申
請
場
所
】
高
齢
福
祉
課
、
福

祉
総
合
窓
口
、
支
所
・
出
張
所

入
院
時
の
食
事
費
用
も
減
額
に

　市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
が

認
定
証
を
病
院
に
提
示
す
る
と
、

自
己
負
担
額
が
減
額
（
表
２
参

照
）さ
れ
ま
す
。
ま
た
過
去
１２
カ

月
の
入
院
日
数
が
９０
日
を
超
え

る
場
合
は
、
さ
ら
に
減
額
さ
れ

ま
す
の
で
、
更
新
手
続
き
に
は
、

そ
れ
を
証
明
で
き
る
領
収
書
な

ど
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
民
税
課
税
世
帯
の
７０
歳
以

上
の
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療

加
入
者
は
、
更
新
手
続
き
は
不

要
で
す
（
保
険
証
の
提
示
だ
け
で

自
動
的
に
限
度
額
に
抑
え
ら
れ

ま
す
）

問
国
保
加
入
者
＝
国
保
・
年
金
課

☎
９４８
６
３
６
１
・
FAX
９３４
２
６
３

１
、
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者

＝
高
齢
福
祉
課
☎
９４８
６
３
７
０
・

FAX
９３４
１
７
６
３

　高齢者向け給付金（年金
生活者等支援臨時福祉給付
金）の申請期限は8月１２日
㈮（必着）です。支給の可能
性のある人には４月に申請
書を送付していますので、
まだ申請していない人は期
限までに届くよう、直接ま
たは郵送で、市福祉総合窓
口（市役所別館１階）、支所
へ提出してください。
※申請期限後は受け付けで
きません
問市給付金対策室☎９９７－
７０８８・FAX９６１－４０５０

　国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
加

入
者
の
保
険
診
療
分
の
支
払
い

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
（
以
下
、「
認
定
証
」）」

の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
す

で
に
交
付
を
受
け
て
い
る
人
も

更
新
手
続
き
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

介
護
保
険 

負
担
割
合
証
を
交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険（
国
保
）・
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
申
請
を

要
支
援
･
要
介
護
認
定
者
全
員
に
7
月
中
に
発
送

８月12日㈮までに
申請を

高齢者向け
給付金の
申請期限が
迫ってきました

 

介
護
保
険
負
担
割
合
証

　要
支
援
・
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
人
に
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き

の
自
己
負
担
割
合
を
明
記
し

た
「
負
担
割
合
証
」を
7
月

中
に
発
送
し
ま
す
。
介
護

サ
ー
ビ
ス
や
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
に
、

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
ま
た
は
施

設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
負
担
割
合
】
65
歳
以
上
＝

2
割
ま
た
は
１
割
▼
64
歳
以

下
＝
１
割

【
負
担
割
合
の
適
用
期
間
】

8
月
１
日
㈪
か
ら
平
成
２９
年

7
月
3１
日
㈪
ま
で（
１
年
間
。

毎
年
発
行
）

※
今
後
、
新
た
に
認
定
さ
れ

た
場
合
は
そ
の
都
度
発
送

【
高
齢
者
の
所
得
税
法
、
地

方
税
法
上
の
控
除
】

　要
支
援
・
要
介
護
の
認
定

を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の

人
は
、
税
金
の
控
除
を
受
け

ら
れ
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
介
護
保
険
課
☎
９４８
６
８
８

５
・
FAX
９３４
０
８
１
５

※合計所得金額…年金収入や給与収入・事業収入などから公的年金控
除や給与所得控除、必要経費を控除した額

【利用者負担の判定の流れ】

いいえ

今後、新たに認定された場合に
判定を行います

本人の住民税が課税かつ合計所得金額が
１６０万円以上である

同一世帯の65歳以上の「年金収入＋その他の合計所
得金額」が、単身の場合280万円（2人以上の場合　
346万円）以上である

2割負担 1割負担

いいえ

いいえ（40歳以上64歳以下）

はい

はい

はい

はい いいえ

要支援・要介護認定を
受けている

６5歳以上である

※１　所得要件の旧ただし書所得とは、国民健康保険料算定の基礎となる金額（国保被保険者
個人の所得から基礎控除３３万円を引いた額）です。また、同じ世帯に属する国保被保
険者全員の旧ただし書所得を合計したものです

※2　年金収入のみの場合、その額が８０万円以下

【表１】外来・入院時自己負担限度額／１カ月(１日～末日まで）あたり 【表２】入院時食事代／１食あたり

国保被保険者（70歳未満）
国保被保険者（70 ～ 74歳）

または後期高齢者で、
市民税非課税世帯の人

国保被保険者
または後期高齢者で、
市民税非課税世帯の人

認定前:自己負担限度額

医療費の3割
（義務教育就学までは2割）

認定前:自己負担限度額

外来
（個人で計算）

入院および外来
（世帯で計算）

一般 １2,０００円 ４４,４００円

認定前:自己負担限度額

一般入院
３６０円

（指定難病患者および
小児慢性特定疾病患者は2６０円）

認定後:自己負担限度

ア旧ただし
書所得９０１万
円超

2５2,６００円＋（医療費－
８４2,０００円）×１％
【１４０,１００円】

イ旧ただし
書所得６００万
円超～９０１万
円以下

１６７,４００円＋（医療費－
５５８,０００円）×１％
【９３,０００円】

ウ旧ただし
書所得2１０万
円超～６００万
円以下

８０,１００円＋（医療費－
2６７,０００円）×１％
【４４,４００円】

エ旧ただし
書所得2１０万
円以下

５７,６００円
【４４,４００円】

オ市民税
非課税世帯

３５,４００円
【2４,６００円】

認定後:自己負担限度

外来
（個人で計算）

入院および外来
（世帯で計算）

市民税非課
税世帯
(区分Ⅱ）

８,０００円 2４,６００円

市民税非課
税世帯で、
世帯全員
所得なし
※2（区分Ⅰ）

８,０００円 １５,０００円

認定後:自己負担限度

一
般
入
院

市民税非課
税世帯
（区分オ・Ⅱ）

過去１2カ月
の入院日数
が９０日まで

2１０円

過去１2カ月
の入院日数
が９１日以上

１６０円

市民税非課
税世帯で、
世帯全員
所得なし
※2（区分Ⅰ）

１００円

○70歳未満の人の限度額は、入院・外来ごと、医療機関ごとに適用されます
○【　】内は、診療月を含む前12カ月で4回以上高額療養費に該当する場合の限度額です
○入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用でない治療費は、上記金額に含みません


